
拡大教授会および教授会議事要旨 
 
日 時   平成２７年９月１７日（木） １７：１０～１８：３０  
場 所   １０２号館 教授会室 
出席者      １８３名 
議 題 
○ 報告事項 
１．研究科長報告 
 研究科長から、駒場国際宿舎整備事業について、平成２８年度文部科学省概算要求に含まれてい

なかった旨報告があった。さらに、駒場北地区整備計画については、国際宿舎等検討臨時委員会

で引き続き検討を行い、随時、専攻・系へ情報共有を行う旨説明があった。 
２．総務委員会報告 
研究科長から、９月３日および９月１７日開催の総務委員会について説明・報告があった。 

３．研究科長・学部長・研究所長合同会議等報告 
研究科長から、７月２１日、９月１日、９月１５日開催の研究科長・学部長・研究所長合同会議

について、資料（総Ａ１号）（総Ａ２号）に基づき説明・報告があった。 
４．全学環境安全管理室長会議・事故災害報告 
環境安全管理室長から、資料（総Ｂ３号）（総Ｂ４号）に基づき説明・報告があった。 

５．各委員会報告 

 １）教務委員会委員長から、平成２７年度ＰＥＡＫ及落判定について報告があった。さらに、資

料（教Ｂ４号）に基づき、平成２７年度９月入学者数について報告があった。 

  ２）財務委員会委員長から、資料（経Ｂ１号）に基づき、研究支援経費（間接経費）の取扱いの 

    変更について、説明があった。 

 ５．総合的教育改革の進捗状況について 
担当副研究科長から、資料（教Ｂ５号）に基づき、平成２９年度以降の進学選択制度のあり方の

検討状況について説明があった。 
 

○ 審議事項 

１．研究科長から、前回（７月１６日開催）の拡大教授会および教授会議事要旨（案）の確認が行

われ、了承された。 

２．東京大学大学院総合文化研究科に置かれる講座の組織を定める内規の一部改正について 

担当副研究科長から、資料（総Ｂ５号）に基づき、大学院総合文化研究科に置かれる講座の組織

を定める内規の一部改正について説明があり、審議の結果、了承された。 
３．東京大学大学院総合文化研究科・教養学部の教員の任期に関する規則の一部改正について 

担当副研究科長から、資料（総Ｂ６号）に基づき、大学院総合文化研究科・教養学部の教員の任

期に関する規則の一部改正について説明があり、審議の結果、了承された。 
４．東京大学における教員の任期に関する規則の一部を改正する規則（案）について 

担当副研究科長から、資料（総Ｂ７号）に基づき、東京大学における教員の任期に関する規則の

一部を改正する規則（案）について説明があり、審議の結果、了承された。 
５．社会連携講座等設置のための部局規則等の制定について 

担当副研究科長から、資料（研Ｂ２号）に基づき、「東京大学大学院総合文化研究科・教養学部

社会連携講座等運営規則」の制定について説明があった。引き続き、「東京大学大学院総合文化

研究科・教養学部社会連携講座等運営委員会内規」「東京大学大学院総合文化研究科・教養学部

社会連携講座等評価委員会内規」の研究科長裁定による制定について説明があった。 



６．国際交流における危機管理体制の取扱いについて 

担当副研究科長から、資料（教Ｂ１号）に基づき、国際交流における危機管理体制について説明

があり、審議の結果、了承された。 

７．総合科目運営委員会規則の制定について 

担当副研究科長から、資料（教Ｂ２号）に基づき、総合科目運営委員会規則の制定について説明

があり、審議の結果、了承された。 

 
以下、教授会構成員対象の議題です。 
○ 教員人事 

   報   告    准教授  ４件 

   提   案    准教授  １件 

   報   告    教 授  ２件 

      提   案    教 授  １件 

      計 ８件  


